
                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                                                                        

                                                                                             

 舞  鶴  市  重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業 

 実  施  計  画 

 令  和  ７  年  ４  ⽉ 

 舞  鶴  市 



 ◆  ⽬  次  ◆ 

 Ⅰ     重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  に  つ  い  て    
 １     重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  を  実  施  す  る  背  景  と  ⽬  的 
 ２     事  業  の  概  要 
 ３     重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  実  施  計  画  に  つ  い  て 

 （１）  位  置  づ  け 
 （２）  計  画  期  間 
 （３）  計  画  の  策  定  経  過 

 Ⅱ     各  事  業  の  実  施  体  制  及  び  実  施  内  容  に  つ  い  て 
 １     包  括  的  相  談  ⽀  援  事  業  （法  第  １  ０  ６  条  の  ４  第  ２  項  第  １  号） 

 （１）  包  括  的  相  談  ⽀  援  事  業  に  つ  い  て 
 （２）  各  相  談  ⽀  援  機  関  に  お  け  る  実  施  体  制  及  び  実  施  内  容 

 ２     地  域  づ  く  り  事  業  （法  第  １  ０  ６  条  の  ４  第  ２  項  第  ３  号） 
 （１）  地  域  づ  く  り  事  業  に  つ  い  て 
 （２）  各  事  業  に  お  け  る  実  施  体  制  及  び  実  施  内  容 

 ３     多  機  関  協  働  事  業  （法  第  １  ０  ６  条  の  ４  第  ２  項  第  ５  号  及  び  同  項  第  ６  号） 
 （１）  多  機  関  協  働  事  業  に  つ  い  て 
 （２）  実  施  体  制  及  び  実  施  内  容 

 ４     参  加  ⽀  援  事  業  （法  第  １  ０  ６  条  の  ４  第  ２  項  第  ２  号） 
 （１）  参  加  ⽀  援  事  業  に  つ  い  て 
 （２）  実  施  体  制  及  び  実  施  内  容 

    ５     ア  ウ  ト  リー  チ  ⽀  援  事  業  （法  第  １  ０  ６  条  の  ４  第  ２  項  第  ４  号） 
 （１）  ア  ウ  ト  リー  チ  ⽀  援  事  業  に  つ  い  て 
 （２）  実  施  体  制  及  び  実  施  内  容 

 Ⅲ     重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  の  推  進  体  制 
 １     ⽀  援  会  議 
 ２     重  層  的  ⽀  援  会  議 
 ３     地  域  共  ⽣  社  会  推  進  会  議 
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 Ⅰ     重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  に  つ  い  て 

 １     重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  を  実  施  す  る  背  景  と  ⽬  的 

 全  国  的  に、  急  速  な  少  ⼦  ⾼  齢  化  の  進  ⾏  に  加  え、  核  家  族  化  や  住  ⺠  相  互  の  つ  な  が  り  の  希  薄  化  な 
 ど、  地  域  や  家  庭  を  取  り  巻  く  環  境  は  ⼤  き  く  変  化  し  て  い  ま  す。  さ  ら  に、  ⼈々  が  抱  え  る  課  題  は、 
 ⾼  齢、  障  害、  ⼦  ど  も、  ⽣  活  困  窮  な  ど、  各  福  祉  分  野  の  制  度  や  施  策  で  容  易  に  解  決  で  き  る  も  の  ば 
 か  り  で  は  な  く、  そ  れ  ら  が  複  雑  に  重  な  り  合っ  た  課  題  へ  と  広  がっ  て  い  ま  す。 

 こ  の  よ  う  な  中、  国  に  お  い  て、  平  成  ３  ０  年  ４  ⽉  の  社  会  福  祉  法  （以  下  「法」  と  い  う。）  改  正 
 に  よ  り、  ⾼  齢  者  の  ケ  ア  を  主  眼  と  す  る  地  域  包  括  ケ  ア  シ  ス  テ  ム  の  考  え  ⽅  を  地  域  に  住  む  あ  ら  ゆ  る 
 ⼈々  に  拡  ⼤  す  る  「地  域  共  ⽣  社  会」  の  実  現  へ  向  け、  全  世  代‧  全  対  象  型  の  ⽀  援  を  ⾏  う  包  括  的  ⽀ 
 援  を  実  現  す  る  と  い  う  ⽅  針  が  打  ち  出  さ  れ  ま  し  た。  続  く  令  和  ２  年  ６  ⽉  の  法  改  正  で  は、  ⾼  齢  者、 
 障  害  者、  ⼦  ど  も、  ⽣  活  困  窮  者  の  相  談  ⽀  援  等、  既  存  の  取  組  や  地  域  資  源  を  活  か  し  な  が  ら  住  ⺠  の 
 複  合  化‧  複  雑  化  し  た  ⽀  援  ニー  ズ  に  対  応  す  る  た  め、  「重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業」  が  新  た  に  創 
 設  さ  れ  ま  し  た。 
    舞  鶴  市  に  お  い  て  は、  地  域  包  括  ⽀  援  セ  ン  ター  や  地  域  ⽣  活  ⽀  援  セ  ン  ター、  こ  ど  も  家  庭  セ  ン 
 ター、  ⽣  活  ⽀  援  相  談  セ  ン  ター、  社  会  福  祉  協  議  会  な  ど、  分  野  ご  と  に  様々  な  相  談  窓  ⼝  が  設  置  さ 
 れ  て  い  ま  す。  そ  れ  ぞ  れ  の  相  談  窓  ⼝  は、  分  野  外  で  あっ  て  も  ⼀  旦  相  談  を  受  け  ⽌  め、  各  分  野  の  相 
 談  ⽀  援  機  関  が  連  携  し、  適  切  な  ⽀  援  機  関  に  つ  な  ぐ  な  ど  し  て、  相  談  者  に  寄  り  添  い、  柔  軟  に  対  応 
 し  て  き  た  と  こ  ろ  で  す。 

 し  か  し、  令  和  ４  年  度  に  実  施  し  た、  第  ５  期  舞  鶴  市  地  域  福  祉  計  画  の  策  定  に  か  か  る  ア  ン  ケー  ト 
 や  ヒ  ア  リ  ン  グ  調  査  に  お  い  て  は、  「複  合  化‧  複  雑  化  し  た  課  題  を  抱  え  た  相  談  者  の  増  加  に  よ  る、 
 ⽀  援  の  難  し  さ  や  ⽀  援  者  側  の  疲  弊」  な  ど  の  状  況  が  確  認  さ  れ、  舞  鶴  市  全  体  の  相  談  ⽀  援  体  制  を  ⾒ 
 直  す  必  要  が  あ  る  こ  と  が  分  か  り  ま  し  た。 
    こ  れ  ま  で  の  福  祉  制  度  の  概  念  は、  対  象  者  の  属  性  や  相  談  内  容  に  応  じ  た  サー  ビ  ス  に  よ  り  ⽀  援  す 
 る  も  の  で  し  た  が、  こ  れ  か  ら  は、  世  帯  （家  族  全  体）  の  持  つ  課  題  を  解  決  す  る  た  め  に、  属  性  や  年 
 齢、  分  野  を  超  え  て  相  談  を  受  け  ⽌  め、  包  括  的  に  ⽀  援  す  る  体  制  の  構  築  が  求  め  ら  れ  て  い  ま  す。  そ 
 の  た  め、  重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  に  つ  い  て、  舞  鶴  市  に  お  い  て  は  令  和  ５  年  度  か  ら  移  ⾏  準  備  事 
 業  に  着  ⼿  し、  令  和  ７  年  度  か  ら  は  本  格  実  施  へ  移  ⾏  し  て  取  り  組  む  こ  と  と  し  ま  し  た。 

 重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  に  取  り  組  む  こ  と  に  よ  り、  舞  鶴  市  の  相  談  ⽀  援  体  制  が、  将  来  に  わ 
 たっ  て  質  と  持  続  可  能  性  を  確  保  で  き  る  仕  組  み  の  構  築  を  ⽬  指  し  ま  す。  加  え  て、  地  域  住  ⺠  や  ⾃  治 
 会、  ⺠  ⽣  児  童  委  員、  ⺠  間  企  業、  関  係  機  関  な  ど  が  協  働  す  る  取  組  を、  重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業 
 の  も  と  で  実  施  す  る  こ  と  に  よ  り、  地  域  の  あ  ら  ゆ  る  住  ⺠  が  役  割  を  持  ち、  ⽀  え  合  い  な  が  ら  ⾃  分  ら 
 し  く  活  躍  で  き  る  「地  域  共  ⽣  社  会」  の  実  現  に  取  り  組  み  ま  す。 

 ２     事  業  の  概  要 

 地  域  共  ⽣  社  会  を  実  現  す  る  た  め、  重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  と  し  て  以  下  の  事  業  を  実  施  し  ま 
 す。 

 ①  包  括  的  相  談  ⽀  援  事  業 
 ②  地  域  づ  く  り  事  業 
 ③  多  機  関  協  働  事  業 
 ④  参  加  ⽀  援  事  業 
 ⑤  ア  ウ  ト  リー  チ  ⽀  援  事  業 

 ①  〜  ⑤  の  事  業  を  ⼀  体  的  に  実  施  す  る  こ  と  に  よ  り、  地  域  住  ⺠  の  複  合  化‧  複  雑  化  し  た  ⽀  援  ニー 
 ズ  に  対  応  す  る  包  括  的  な  ⽀  援  体  制  の  整  備  を  図  り  ま  す。 
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 ３     重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  実  施  計  画  に  つ  い  て 

 （１）  位  置  づ  け 

    本  計  画  は、  法  第  １  ０  ６  条  の  ５  の  規  定  に  基  づ  く、  「重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  実  施  計  画  （以 
 下、  「実  施  計  画」  と  い  う。）  で  あ  り、  重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  を  適  切  か  つ  効  果  的  に  実  施  す 
 る  た  め  に  策  定  す  る  よ  う  努  め  る  こ  と  と  さ  れ  て  い  る  も  の  で  す。 
    ま  た、  本  計  画  は、  「舞  鶴  市  地  域  福  祉  計  画」  の  基  本  理  念  に  基  づ  き、  重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事 
 業  を  実  施  す  る  た  め、  事  業  の  ⽬  的  や  実  施  体  制  等、  必  要  な  事  項  を  具  体  的  に  定  め  る  も  の  で  す。  な 
 お、  各  分  野  で  策  定  し  て  い  る  計  画  （⾼  齢  者  保  健  福  祉  計  画  な  ど）  に  記  載  し  て  い  る  事  業  の  う  ち、 
 重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  の  対  象  事  業  に  つ  い  て  は、  本  計  画  に  も  再  掲  し  て  お  り、  各  計  画  の  ⽅  向 
 性  や  事  業  内  容  と  整  合  を  図  る  こ  と  と  し  ま  す。 

 （２）  計  画  期  間 

 本  計  画  の  計  画  期  間  は、  第  ５  期  地  域  福  祉  計  画  の  計  画  期  間  と  合  わ  せ、  令  和  ８  年  度  ま  で  の  ２  か 
 年  と  し  ま  す。 

 （３）  計  画  の  策  定  経  過 

 実  施  計  画  の  策  定  に  あ  たっ  て  は、  第  ５  期  地  域  福  祉  計  画  策  定  の  際  に  実  施  し  た  ア  ン  ケー  ト  の  調 
 査  結  果  や、  重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  の  移  ⾏  準  備  事  業  (多  機  関  協  働  事  業)  で  実  施  し  た  相  談  ⽀  援 
 機  関  へ  の  聞  き  取  り  内  容  な  ど  を  も  と  に、  同  事  業  で  設  置  し  た  庁  内  連  携  会  議  に  お  い  て、  策  定  作  業 
 を  進  め  て  き  ま  し  た。 
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 Ⅱ     各  事  業  の  実  施  体  制  及  び  実  施  内  容  に  つ  い  て 

 １     包  括  的  相  談  ⽀  援  事  業  （法  第  １  ０  ６  条  の  ４  第  ２  項  第  １  号） 

 （１）  包  括  的  相  談  ⽀  援  事  業  に  つ  い  て 

 ⾼  齢、  障  害、  ⼦  ど  も、  ⽣  活  困  窮  分  野  の  各  相  談  ⽀  援  機  関  が、  相  談  者  の  属  性  に  関  わ  ら  ず  包  括 
 的  に  相  談  を  受  け  ⽌  め、  利  ⽤  可  能  な  福  祉  サー  ビ  ス  等  の  情  報  提  供  や、  適  切  な  相  談  ⽀  援  機  関  へ  の 
 つ  な  ぎ  を  ⾏  う  ほ  か、  単  独  の  相  談  ⽀  援  事  業  者  で  は  解  決  が  難  し  い  事  例  は、  他  の  相  談  ⽀  援  機  関  と 
 連  携  を  図  る  こ  と  に  よ  り、  地  域  住  ⺠  の  複  合  化‧  複  雑  化  し  た  ⽀  援  ニー  ズ  に  対  応  す  る  包  括  的  な  ⽀ 
 援  体  制  を  整  備  し  ま  す。 

 舞  鶴  市  で  は、  既  に  各  相  談  ⽀  援  機  関  が  市  ⺠  に  認  知  さ  れ、  様々  な  相  談  ⽀  援  を  実  施  す  る  体  制  が 
 構  築  で  き  て  い  る  こ  と  か  ら、  実  施  体  制  を  「基  本  型」  と  し、  各  分  野  に  お  け  る  既  存  の  相  談  窓  ⼝  を 
 活  ⽤  し  な  が  ら、  こ  れ  ら  の  連  携  を  強  化  す  る  こ  と  で  包  括  的  相  談  ⽀  援  事  業  に  取  り  組  み、  切  れ  ⽬  の 
 な  い  相  談  ⽀  援  体  制  を  つ  く  り  ま  す。 

 【参  考】  実  施  体  制  の  3  類  型  「重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  に  係  る  ⾃  治  体  事  務  マ  ニュ  ア  ル」  よ  り 
 類           型  内           容 

 基  本  型  事  業‧  拠  点  包  括  的  相  談  ⽀  援  事  業  の  う  ち、  単  ⼀  の  事  業  を  受  け  ⽀  援  を  実  施  す  る 
 形  態。  従  来  の  機  能  を  ベー  ス  と  し  つ  つ  も、  複  合  的  な  課  題  を  抱  え  た 
 者  の  相  談  の  受  け  と  め  や、  他  の  ⽀  援  機  関  へ  の  つ  な  ぎ  な  ど  市  町  村  の 
 体  制‧  チー  ム  の  ⼀  員  と  し  て、  住  ⺠  の  様々  な  ニー  ズ  に  対  応  す  る。 
 単  ⼀  の  事  業  の  ⼈  員  配  置  基  準  を  満  た  す。 

 統  合  型  事  業‧  拠  点  複  数  分  野  （⾼  齢、  障  害、  ⼦  ど  も、  ⽣  活  困  窮  の  最  ⼤  ４  分  野）  に  お 
 け  る  既  存  の  各  事  業  の  委  託  を  受  け、  集  約  し  て  ⽀  援  を  実  施  す  る  形 
 態。  複  数  事  業  の  ⼈  員  配  置  基  準  を  そ  れ  ぞ  れ  満  た  す。  ※  介  護  と  障  害  の 
 み  等  ４  分  野  の  う  ち  特  定  の  複  数  分  野  に  限  り  ⾏  う  場  合  も  含  む。 

 地  域  型  事  業‧  拠  点  地  域  住  ⺠  に  ⾝  近  な  場  所  等  で  相  談  に  応  じ  る  形  態。  住  ⺠  ⾃  ⾝  も  担  い 
 ⼿  と  な  る  こ  と  も  想  定  さ  れ  る。  ま  た、  地  域  型  事  業‧  拠  点  は  包  括  的 
 相  談  ⽀  援  事  業  の  各  事  業  の  基  準  を  満  た  す  必  要  は  な  い  が、  そ  の  活  動 
 は、  実  施  市  町  村  内  の  基  本  型  事  業‧  拠  点  ⼜  は  統  合  型  事  業‧  拠  点  と 
 の  連  携  体  制  を  確  保  す  る  と  と  も  に、  重  層  事  業  実  施  計  画  や  ⽀  援  会  議 
 の  仕  組  み  を  通  じ  て、  専  ⾨  的  な  バッ  ク  アッ  プ  を  受  け  な  が  ら  実  施  さ 
 れ  る  こ  と  が  必  要  で  あ  る。 

 （２）  各  相  談  ⽀  援  機  関  に  お  け  る  実  施  体  制  及  び  実  施  内  容 
    （法  第  １  ０  ６  条  の  ４  第  ２  項  第  １  号  の  イ  か  ら  ⼆  に  掲  げ  る  事  業） 

 ①  地  域  包  括  ⽀  援  セ  ン  ター  の  運  営  （イ） 
 名  称  地  域  包  括  ⽀  援  セ  ン  ター 
 圏  域  市  内  全  域 
 設  置  か  所  ７  か  所  （概  ね  中  学  校  区  を  ⽣  活  圏  域  と  す  る） 

       ⼤  浦‧  朝  来‧  志  楽  地  域  包  括  ⽀  援  セ  ン  ター 
       新  舞  鶴‧  三  笠  地  域  包  括  ⽀  援  セ  ン  ター 
       倉  梯‧  倉  ⼆‧  与  保  呂  地  域  包  括  ⽀  援  セ  ン  ター 
       中  舞  鶴  地  域  包  括  ⽀  援  セ  ン  ター 
       城  北  地  域  包  括  ⽀  援  セ  ン  ター 
       城  南  地  域  包  括  ⽀  援  セ  ン  ター 
       加  佐  地  域  包  括  ⽀  援  セ  ン  ター 

 運  営  形  態  直  営  及  び  委  託  （城  南  地  域  包  括  ⽀  援  セ  ン  ター  の  み  直  営） 
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 実  施  内  容  保  健  師、  社  会  福  祉  ⼠、  主  任  介  護  ⽀  援  専  ⾨  員  を  配  置  し、  ⾼  齢  者  が、  住  み  慣  れ  た 
 地  域  で  安  ⼼  し  て  ⽣  活  を  継  続  で  き  る  よ  う  に、  介  護  や  福  祉  に  関  す  る  相  談  を  受  け、 
 適  切  な  サー  ビ  ス  の  利  ⽤  に  つ  な  げ  る  等  の  ⽀  援  を  ⾏  う。 

 対  象  分  野  ⾼  齢 

 ②  障  害  者  相  談  ⽀  援  事  業  （ロ） 
 名  称  障  害  者  相  談  ⽀  援  セ  ン  ター 
 圏  域  市  内  全  域 
 設  置  か  所  ４  か  所 

       舞  鶴  市  障  害  者  ⽣  活  ⽀  援  セ  ン  ター 
       障  害  者  地  域  ⽣  活  ⽀  援  セ  ン  ター  ほ  の  ぼ  の  屋 
       地  域  ⽣  活  ⽀  援  セ  ン  ター  み  ず  な  ぎ 
       舞  鶴  市  聴  覚  ⾔  語  障  害  者  ⽀  援  セ  ン  ター 

 運  営  形  態  委  託 
 実  施  内  容  障  害  の  あ  る  ⼈  や  家  族  等  か  ら  の  相  談  に  専  ⾨  員  が  応  じ、  地  域  に  お  け  る  ⽣  活  を  総  合 

 的  に  サ  ポー  ト  す  る。 
 対  象  分  野  障  害 

 ③  利  ⽤  者  ⽀  援  事  業  （ハ） 
 名  称  こ  ど  も  家  庭  セ  ン  ター 
 圏  域  市  内  全  域 
 設  置  か  所  １  か  所 
 運  営  形  態  直  営  及  び  委  託  （オ  ン  ラ  イ  ン  ⼦  育  て  相  談  事  業  を  委  託） 
 実  施  内  容  妊  娠  期  〜  １  ８  歳  ま  で  の  ⼦  ど  も  に  つ  い  て  の  総  合  相  談  窓  ⼝  と  し  て、  ⼦  育  て  や  学  校 

 ⽣  活、  ⾮  ⾏、  虐  待  な  ど  に  関  す  る  相  談  を  受  け  付  け、  地  域  の  リ  ソー  ス  や  必  要  な 
 サー  ビ  ス  に  つ  な  い  で  い  く  ソー  シャ  ル  ワー  ク  の  中  ⼼  的  役  割  を  担  う。  ア  プ  リ  を  活 
 ⽤  し  た  オ  ン  ラ  イ  ン  相  談  も  可  能。  保  健  師、  保  育  ⼠、  教  員  経  験  者  な  ど  を  配  置。  ま 
 た  地  域  資  源  の  把  握  や  発  掘、  開  拓  を  通  じ  て  ⼦  育  て  ⽀  援  施  策  を  拡  充  し、  当  該  ⽀  援 
 を  必  要  な  家  庭  に  確  実  に  届  け  る。 

 対  象  分  野  ⼦  ど  も 

 ④  ⽣  活  困  窮  者  ⾃  ⽴  相  談  ⽀  援  事  業  （⼆） 
 名  称  ⽣  活  ⽀  援  相  談  セ  ン  ター 
 圏  域  市  内  全  域 
 設  置  か  所  １  か  所 
 運  営  形  態  直  営  及  び  ⼀  部  委  託  （舞  鶴  市  社  会  福  祉  協  議  会  に  ⽣  活  困  窮  者  ⾃  ⽴  ⽀  援  相  談  ⽀  援  事 

 業  を  委  託） 
 実  施  内  容  ⽣  活  困  窮  者  及  び  ⽣  活  困  窮  者  の  家  族  そ  の  他  の  関  係  者  か  ら  の  相  談  に  応  じ、  必  要  な 

 情  報  提  供  及  び  助  ⾔  を  し、  並  び  に  関  係  機  関  と  の  連  絡  調  整  を  ⾏  い、  ⽣  活  困  窮  者  の 
 ⾃  ⽴  の  促  進  を  図  る。 

 対  象  分  野  ⽣  活  困  窮  （⽣  活  保  護  受  給  世  帯  を  除  く） 
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 ２     地  域  づ  く  り  事  業  （法  第  １  ０  ６  条  の  ４  第  ２  項  第  ３  号） 

 （１）  地  域  づ  く  り  事  業  に  つ  い  て 

    ⾼  齢、  障  害、  ⼦  ど  も、  ⽣  活  困  窮  の  各  分  野  に  お  い  て  実  施  さ  れ  て  い  る  既  存  の  地  域  づ  く  り  に  関 
 す  る  事  業  を  活  か  し  つ  つ、  世  代  や  属  性  を  超  え  て  交  流  で  き  る  場  や  居  場  所  の  整  備  を  ⾏  う  と  と  も 
 に、  地  域  資  源  の  開  発  や、  ネッ  ト  ワー  ク  の  構  築、  ⽀  援  ニー  ズ  と  取  組  の  マッ  チ  ン  グ  等  に  よ  り、 
 地  域  の  多  様  な  主  体  に  よ  る  取  組  を  推  進  し  ま  す。 

 舞  鶴  市  に  お  い  て  は、  こ  の  働  き  か  け  は  ⾏  政  に  加  え、  地  域  福  祉  活  動  の  推  進  に  お  い  て  中  核  を  担 
 う  社  会  福  祉  協  議  会  が  中  ⼼  と  なっ  て  取  り  組  み  ま  す。  地  域  の  関  係  者  が  集  まっ  て  話  し  合  う  こ  と  を 
 きっ  か  け  に、  地  域  住  ⺠  や  福  祉  以  外  の  分  野  の  団  体、  企  業  等  と  の  協  働  を  展  開  し、  地  域  の  ⾒  守  り 
 活  動  の  活  発  化  や  つ  な  が  り  の  促  進  な  ど  を  ⽬  指  し、  地  域  活  動  の  プ  ラッ  ト  フォー  ム  と  な  る  取  組  を 
 実  施  し  ま  す。  具  体  的  に  は、  ①  〜  ⑤  の  各  分  野  で  実  施  す  る  地  域  づ  く  り  事  業  へ  の  住  ⺠  参  加  や、  地 
 域  住  ⺠  の  ニー  ズ  に  応  じ  た  地  域  住  ⺠  が  主  体  と  な  る  活  動  の  創  出  （新  設  及  び  既  存  の  も  の  の  ⾒  直 
 し）  の  た  め  の  ⽀  援  を  ⾏  い  ま  す。 

 （２）  各  事  業  に  お  け  る  実  施  体  制  及  び  実  施  内  容 

 ①  ⼀  般  介  護  予  防  事  業  （介  護  保  険  法  第  １  １  ５  条  の  ４  ５  第  １  項  第  ２  号）  の  う  ち  地  域  介  護  予  防  活 
 動  ⽀  援  事  業 
 名  称  （１）  農  閑  期  介  護  予  防  事  業 

 （２）  認  知  症  予  防  プ  ロ  グ  ラ  ム  事  業 
 （３）  運  動  指  導  員  派  遣  事  業 
 （４）  い  き  が  い  デ  イ  サー  ビ  ス  事  業 
 （５）  介  護  予  防  ボ  ラ  ン  ティ  ア  育  成‧  ⽀  援  事  業 
 （６）  地  域  ⽀  え  合  い  サ  ロ  ン  活  動  ⽀  援  事  業 

 圏  域  市  内  全  域  （事  業  に  よ  り、  実  施  の  な  い  地  域  あ  り） 
 運  営  形  態  直  営、  委  託、  団  体  補  助 
 実  施  内  容  要  介  護  状  態  へ  の  移  ⾏  を  予  防  す  る  た  め、  運  動‧  脳  ト  レ‧  交  流  な  ど  を  実  施。  （詳 

 細  は  各  事  業  に  よ  る） 
 対  象  者  お  お  む  ね  ６  ５  歳  以  上  （詳  細  は  各  事  業  に  よ  る） 

 ②  包  括  的  ⽀  援  事  業  （介  護  保  険  法  第  １  １  ５  条  の  ４  ５  第  ２  項  第  ５  号）  の  う  ち  ⽣  活  ⽀  援  体  制  整  備 
 事  業 
 名  称  ⽣  活  ⽀  援  体  制  整  備  事  業 
 圏  域  市  内  全  域 
 設  置  か  所  第  １  層  ：  舞  鶴  市  ⾼  齢  者  ⽀  援  課 

 第  ２  層  ：  圏  域  地  域  包  括  ⽀  援  セ  ン  ター    
 運  営  形  態  直  営  及  び  委  託 
 実  施  内  容  ⽣  活  ⽀  援  コー  ディ  ネー  ター  を  配  置  し、  関  係  者  の  ネッ  ト  ワー  ク  や  既  存  の  取  組‧ 

 組  織  等  を  活  ⽤  し  な  が  ら、  下  記  の  コー  ディ  ネー  ト  業  務  を  通  し  て、  地  域  に  お  け  る 
 ⽣  活  ⽀  援‧  介  護  予  防  サー  ビ  ス  の  提  供  体  制  の  整  備  に  向  け  た  取  組  を  推  進  す  る。 
 ①     地  域  の  ニー  ズ  と  資  源  の  状  況  の  ⾒  え  る  化、  問  題  提  起 
 ②     地  縁  組  織  等  多  様  な  主  体  へ  の  協  ⼒  依  頼  な  ど  の  働  き  か  け 
 ③     関  係  者  の  ネッ  ト  ワー  ク  化 
 ④     ⽬  指  す  地  域  の  姿‧  ⽅  針  の  共  有、  意  識  の  統  ⼀ 
 ⑤     ⽣  活  ⽀  援  の  担  い  ⼿  の  養  成  や  サー  ビ  ス  の  開  発  （担  い  ⼿  を  養  成  し、  組  織  化 
       し、  ⽀  援  活  動  に  つ  な  げ  る  機  能  ） 
 ⑥     ニー  ズ  と  サー  ビ  ス  の  マッ  チ  ン  グ 
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 ③  基  礎  的  事  業  （障  害  者  総  合  ⽀  援  法  第  ７  ７  条  第  １  項  第  ９  号）  及  び  地  域  活  動  ⽀  援  セ  ン  ター  機  能 
 強  化  事  業 
 名  称  地  域  活  動  ⽀  援  セ  ン  ター 
 圏  域  市  内  全  域 
 設  置  か  所  （１）  障  害  者  地  域  ⽣  活  ⽀  援  セ  ン  ター  ほ  の  ぼ  の  屋 

 （２）  舞  鶴  市  聴  覚  ⾔  語  障  害  者  ⽀  援  セ  ン  ター 
 （３）  舞  鶴  市  障  害  者  ⽣  活  ⽀  援  セ  ン  ター 

 運  営  形  態  委  託 
 実  施  内  容  陶  芸  や  絵  画  教  室、  ⼿  芸  な  ど  の  創  作  的  活  動  や  障  害  の  あ  る  ⼈  同  ⼠  の  交  流  促  進  等  を 

 図  る。 
 対  象  者  （１）‧‧‧  精  神  保  健  福  祉  ⼿  帳  も  し  く  は  ⾃  ⽴  ⽀  援  医  療  受  給  者  証  を  持  つ  ⼈ 

 （２）‧‧‧  ⾝  体  障  害  者  ⼿  帳  を  持  つ  ⼈ 
 （３）‧‧‧  ⾝  体  障  害  者  ⼿  帳‧  療  育  ⼿  帳‧  精  神  保  健  福  祉  ⼿  帳  を  持  つ  ⼈ 

 ④  地  域  ⼦  育  て  ⽀  援  拠  点  事  業  （⼦  ど  も‧  ⼦  育  て  ⽀  援  法  第  ５  ９  条  第  ９  号） 
 名  称  ⼦  育  て  ひ  ろ  ば  （４  か  所） 

       ⼦  育  て  ⽀  援  基  幹  ひ  ろ  ば 
       ⼦  育  て  ひ  ろ  ば     さ  る  なぁ  と 
       ⼦  育  て  ひ  ろ  ば     ひ  ま  わ  り 
       ⼦  育  て  ひ  ろ  ば     ほっ  と 
 ⼦  育  て  交  流  施  設     あ  そ  び  あ  む  （１  か  所） 

 圏  域  市  内  全  域 
 設  置  か  所  ５  か  所 
 運  営  形  態  直  営  及  び  委  託 
 実  施  内  容  乳  幼  児  及  び  そ  の  保  護  者  が  相  互  の  交  流  を  ⾏  う  場  所  を  開  設  し、  ⼦  育  て  に  つ  い  て  の 

 相  談、  情  報  の  提  供、  助  ⾔  そ  の  他  援  助  を  ⾏  う。 
 対  象  者  ⼦  ど  も  や  保  護  者  な  ど 

 ⑤  ⽣  活  困  窮  者  ⽀  援  等  の  た  め  の  地  域  づ  く  り  事  業 
 名  称  ⽣  活  困  窮  者  ⽀  援  等  地  域  づ  く  り  事  業 
 圏  域  市  内  全  域 
 運  営  形  態  委  託 
 実  施  内  容  参  加  ⽀  援  コー  ディ  ネー  ター  と  連  携‧  協  働  し、  ⾝  近  な  地  域  に  お  い  て  住  ⺠  に  よ  る 

 共  助  の  取  組  を  活  性  化  さ  せ  る  た  め、  課  題  を  抱  え  る  世  帯  の  早  期  発  ⾒、  気  軽  に  安  ⼼ 
 し  て  通  え  る  カ  フェ  や  教  室  な  ど  の  居  場  所  の  確  保、  課  題  を  複  合  化‧  複  雑  化  さ  せ  な 
 い  た  め  の  予  防  的  対  処、  企  業  の  社  会  貢  献  活  動  の  検  討  や  試  ⾏  な  ど  地  域  資  源  を  最  ⼤ 
 限  活  ⽤  し  た  連  携  の  仕  組  み  づ  く  り  を  ⾏  う。 
 ①  地  域  住  ⺠  の  ニー  ズ‧  ⽣  活  課  題  の  把  握 
 ②  地  域  住  ⺠  の  活  動  ⽀  援‧  情  報  発  信  等 
 ③  地  域  コ  ミュ  ニ  ティ  を  形  成  す  る  「居  場  所  づ  く  り」 
 ④  ⾏  政  や  地  域  住  ⺠、  Ｎ  Ｐ  Ｏ  等  の  地  域  づ  く  り  の  担  い  ⼿  が  つ  な  が  る  プ  ラッ  ト 
    フォー  ム  の  展  開 
 ⑤  地  域  の  実  情  や  課  題  に  応  じ  た  ⺠  ⽣  委  員  の  担  い  ⼿  確  保  対  策 
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 ３     多  機  関  協  働  事  業  （法  第  １  ０  ６  条  の  ４  第  ２  項  第  ５  号  及  び  同  項  第  ６  号） 

 （１）  多  機  関  協  働  事  業  に  つ  い  て 

    本  事  業  は、  単  独  の  相  談  ⽀  援  機  関  で  は  対  応  が  難  し  い  複  合  化‧  複  雑  化  し  た  ⽀  援  ニー  ズ  が  あ  る 
 事  例  に  対  し  て、  ⽀  援  会  議  等  に  お  い  て  関  係  機  関  の  役  割  分  担  や  ⽀  援  の  ⽅  向  性  を  定  め、  事  例  全  体 
 の  調  整  役  を  担  う  こ  と  に  よ  り、  関  係  機  関  を  ⽀  援  し  ま  す。  ま  た、  ⽀  援  プ  ラ  ン  を  作  成  し  て  重  層  的 
 ⽀  援  会  議  に  諮  り、  各  分  野  の  相  談  ⽀  援  機  関  の  連  携  を  よ  り  深  め、  本  市  に  お  け  る  包  括  的  な  ⽀  援  体 
 制  を  構  築  し  ま  す。 
      
 （２）  実  施  体  制  及  び  実  施  内  容 

 圏  域  市  内  全  域 
 設  置  か  所  １  か  所 
 運  営  形  態  委  託  （舞  鶴  市  社  会  福  祉  協  議  会  に  包  括  化  推  進  員  を  配  置）  及  び  直  営  （庁  内  包  括  マ 

 ネー  ジャー） 
 実  施  内  容  ①  相  談  受  付‧‧‧  複  合  化‧  複  雑  化  し  た  ⽀  援  ニー  ズ  を  有  す  る  等、  関  係  機  関  等  が 

 連  携  す  る  こ  と  が  望  ま  し  い  事  例  に  つ  い  て、  相  談  を  受  け  付  け  る。 
 ②  ア  セ  ス  メ  ン  ト‧‧‧  包  括  的  相  談  ⽀  援  事  業  者  か  ら  の  情  報  提  供  も  し  く  は  本  ⼈  へ 
 の  直  接  訪  問  に  よ  り  実  施。 
 ③  プ  ラ  ン  作  成‧‧‧  関  係  機  関  の  役  割  分  担  や  ⽀  援  の  ⽬  標‧  ⽅  向  性  を  整  理  し  た  プ 
 ラ  ン  を  作  成  し、  重  層  的  ⽀  援  会  議  に  お  い  て  協  議  す  る。 
 ④  ⽀  援  の  実  施‧‧‧  ⽀  援  の  ⽬  的‧  ⽅  向  性  を  定  め、  ⽀  援  関  係  者  が  チー  ム  ⼀  体  と 
 な  り  プ  ラ  ン  に  基  づ  く  ⽀  援  が  円  滑  に  進  む  よ  う  必  要  な  ⽀  援  を  ⾏  う。 
 ⑤  終  結‧‧‧  本  ⼈  や  そ  の  世  帯  の  課  題  が  整  理  さ  れ、  ⽀  援  の  ⾒  通  し  が  つ  き、  プ  ラ 
 ン  に  よっ  て、  関  係  機  関  の  役  割  分  担  に  つ  い  て  合  意  形  成  を  図  る  こ  と  が  で  き  た  時  点 
 で、  多  機  関  協  働  事  業  の  関  わ  り  は  ⼀  旦  終  了  す  る。  た  だ  し、  ⽀  援  の  終  結  後  も  関  係 
 機  関  と  情  報  共  有  等  が  で  き  る  体  制  を  確  保  し  て  お  く  も  の  と  す  る。 

 ４     参  加  ⽀  援  事  業  （法  第  １  ０  ６  条  の  ４  第  ２  項  第  ２  号） 

 （１）  参  加  ⽀  援  事  業  に  つ  い  て 

    既  存  の  社  会  参  加  に  向  け  た  事  業  で  は  対  応  で  き  な  い  対  象  者  の  た  め、  本  ⼈  及  び  そ  の  世  帯  の  ニー 
 ズ  や  抱  え  る  課  題  な  ど  を  丁  寧  に  把  握  し、  そ  の  ニー  ズ  と、  地  域  の  社  会  資  源  や  ⽀  援  メ  ニュー  の  調 
 整  を  ⾏  う  こ  と  で、  多  様  な  社  会  参  加  の  実  現  を  ⽬  指  す  事  業  で  す。  具  体  的  に  は、  既  存  の  社  会  資  源 
 に  働  き  か  け、  そ  の  拡  充  を  図  る  こ  と  や  新  た  な  ⽀  援  メ  ニュー  の  創  出  な  ど  に  取  り  組  み  ま  す。 
 ※  ⽀  援  メ  ニュー  の  例‧‧‧  社  会  福  祉  法  ⼈、  就  労  ⽀  援  事  業  所、  企  業、  市  ⺠  活  動  団  体  な  ど  に  よ 
 る  就  労  体  験、  居  場  所  づ  く  り  な  ど 

 （２）  実  施  体  制  及  び  実  施  内  容 

 圏  域  市  内  全  域 
 設  置  か  所  １  か  所 
 運  営  形  態  委  託  （舞  鶴  市  社  会  福  祉  協  議  会  に  参  加  ⽀  援  コー  ディ  ネー  ター  を  配  置） 
 実  施  内  容  参  加  ⽀  援  コー  ディ  ネー  ター  は、  ⼈  や  地  域  と  の  つ  な  が  り  が  希  薄  化  し  て  い  る  本  ⼈ 

 や  そ  の  世  帯  に  対  し、  多  機  関  協  働  事  業  者  と  連  携  し、  相  談  受  付‧  ア  セ  ス  メ  ン  ト  に 
 よ  り  プ  ラ  ン  を  作  成  し  た  の  ち、  重  層  的  ⽀  援  会  議  に  諮  る。  ⽀  援  ニー  ズ  を  踏  ま  え  た 
 丁  寧  な  マッ  チ  ン  グ  と  共  に、  必  要  に  応  じ  て  社  会  資  源  に  働  き  か  け  を  ⾏  い、  既  存  の 
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 ⽀  援  メ  ニュー  の  拡  充  や、  新  た  な  ⽀  援  メ  ニュー  を  増  や  す  取  組  を  ⾏  う。  ま  た、  定 
 着  ⽀  援  と  し  て  フォ  ロー  アッ  プ  を  ⾏  い、  本  ⼈  の  ⽀  援  に  つ  い  て  受  け  ⼊  れ  先  と  相 
 談‧  調  整  を  ⾏  う。 

 対  象  者  既  存  の  各  制  度  に  お  け  る  社  会  参  加  に  向  け  た  ⽀  援  で  は  対  応  で  き  な  い  個  別  性  の  ⾼  い 
 ニー  ズ  を  有  し  て  い  る  者  な  ど 

 ５     ア  ウ  ト  リー  チ  ⽀  援  事  業  （法  第  １  ０  ６  条  の  ４  第  ２  項  第  ４  号） 

 （１）  ア  ウ  ト  リー  チ  ⽀  援  事  業  に  つ  い  て 

 ア  ウ  ト  リー  チ  ⽀  援  事  業  は、  ⽀  援  関  係  機  関  等  と  の  連  携  や  地  域  住  ⺠  と  の  つ  な  が  り  を  構  築  し、 
 ま  ず  は  複  合  化‧  複  雑  化  し  た  課  題  を  抱  え  な  が  ら  も  ⽀  援  が  届  い  て  い  な  い  ⼈  を  把  握  し  ま  す。  ⽀  援 
 が  届  い  て  い  な  い  ⼈  に  関  す  る  情  報  を  得  た  の  ち、  当  該  本  ⼈  と  信  頼  関  係  に  基  づ  く  つ  な  が  り  を  形  成 
 す  る  た  め  に、  本  ⼈  に  対  し  て  時  間  を  か  け  た  丁  寧  な  働  き  か  け  を  ⾏  い、  関  係  性  を  つ  く  り、  適  切  な 
 窓  ⼝  や  ⽀  援  に  つ  な  げ  る  こ  と  を  ⽬  指  し  ま  す。 

 こ  の  事  業  の  ⽀  援  対  象  者  は、  ⻑  期  に  わ  た  り  地  域  や  他  者  と  の  つ  な  が  り  が  希  薄  化  し  て  い  る  等  の 
 理  由  か  ら、  本  ⼈  と  ア  ウ  ト  リー  チ  ⽀  援  事  業  者  と  の  関  係  の  構  築  に  時  間  が  か  か  る  こ  と  が  想  定  さ  れ 
 ま  す。 

 （２）  実  施  体  制  及  び  実  施  内  容 

    複  合  化‧  複  雑  化  し  た  課  題  を  抱  え  な  が  ら  も、  助  け  を  求  め  て  い  な  い  世  帯  や、  助  け  を  求  め  る  こ 
 と  が  で  き  な  い  状  況  に  あ  る  世  帯  を、  継  続  的  に  ⾒  守  り  続  け  な  が  ら  介  ⼊  の  タ  イ  ミ  ン  グ  を  は  か  る  な 
 ど、  ⽀  援  の  必  要  性  を  ⾒  極  め  な  が  ら  ア  プ  ロー  チ  を  続  け  て  い  き  ま  す。  ま  た、  8050  世  帯  に  な  り  そ 
 う  な  世  帯  や、  頼  れ  る  ⾝  寄  り  が  な  い  世  帯  な  ど、  今  後  ⽀  援  が  必  要  に  な  る  こ  と  が  予  測  さ  れ  る  世  帯 
 に  対  し  て  は  「予  防  的  観  点」  を  持っ  て  介  ⼊  し、  ⾒  通  し  を  持っ  て  ⽀  援  ⽅  法  を  提  案  す  る  な  ど、  適 
 切  な  相  談  ⽀  援  機  関  や  制  度  に  つ  な  げ  る  こ  と  を  意  識  し  て  取  り  組  み  ま  す。 
   
 圏  域  市  内  全  域 
 設  置  か  所  １  か  所 
 運  営  形  態  直  営  （舞  鶴  市  ⽣  活  ⽀  援  相  談  課  に  ア  ウ  ト  リー  チ  ⽀  援  員  を  配  置） 
 実  施  内  容  ①  ⽀  援  関  係  機  関  や  地  域  住  ⺠  等  の  地  域  の  関  係  者  と  の  連  携  を  通  じ  た  情  報  収  集 

  ‧‧‧  潜  在  的  な  ニー  ズ  を  抱  え  る  ⽅  を  早  期  に  発  ⾒  す  る  た  め  に、  関  係  機  関  と  ⽇ 
 ご  ろ  か  ら  連  携  し、  情  報  共  有  を  ⾏  う。 

 ②  事  前  調  整 
  ‧‧‧  対  象  者  の  相  談  が  寄  せ  ら  れ  た  の  ち、  本  ⼈  と  関  わ  る  た  め  の  きっ  か  け  等  を 

 ⼊  念  に  検  討  し、  情  報  収  集  な  ど  を  ⾏  う。  必  要  に  応  じ  て、  ⽀  援  会  議  を  活  ⽤  す 
 る。 

 ③  関  係  性  構  築  に  向  け  た  ⽀  援 
  ‧‧‧  ⼿  紙、  メー  ル  な  ど、  本  ⼈  や  そ  の  世  帯  と  つ  な  が  り  を  形  成  す  る  た  め  の  ア 

 プ  ロー  チ  を  継  続  的  に  実  施  す  る。 
 ④  家  庭  訪  問  や  同  ⾏  ⽀  援 
  ‧‧‧  本  ⼈  に  会  え  た  の  ち、  継  続  的  な  訪  問  の  実  施  や、  必  要  な  ⽀  援  機  関  へ  の  同 

 ⾏  訪  問  を  ⾏  う。 
 対  象  者  潜  在  的  な  相  談  者、  必  要  な  ⽀  援  が  届  い  て  い  な  い  者‧  世  帯 
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 Ⅲ     重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  の  推  進  体  制 

    重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  に  お  い  て  は、  個  別  の  事  案  を  検  討  す  る  会  議  （⽀  援  会  議）、  多  機  関 
 協  働  事  業  者  が  作  成  し  た  プ  ラ  ン  に  関  す  る  協  議‧  評  価  等  を  ⾏  う  会  議  （重  層  的  ⽀  援  会  議）、  重  層 
 的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  の  全  体  に  関  す  る  協  議  を  ⾏  う  会  議  （地  域  共  ⽣  社  会  推  進  会  議）  の  ３  つ  の  会 
 議  体  を  設  置  し、  事  業  を  推  進  し  ま  す。 

 １     ⽀  援  会  議  【第  ３  層】 

    複  合  化‧  複  雑  化  し  た  課  題  を  抱  え  る  ⼈  に  対  す  る  適  切  な  ⽀  援  を  図  る  た  め、  社  会  福  祉  法  第  106 
 条  の  6  の  規  定  に  基  づ  き、  「舞  鶴  市  重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  ⽀  援  会  議」  を  設  置  し  ま  す。  こ  れ  に 
 よ  り、  ⽀  援  会  議  が  開  催  さ  れ  る  場  合、  会  議  の  構  成  員  に  対  し  て  は  守  秘  義  務  が  課  さ  れ  る  こ  と  と  な 
 り  ま  す。 
    な  お、  ⽀  援  会  議  は  以  下  の  ３  つ  の  事  務  を  所  掌  し  ま  す。 

 ①  複  合  化‧  複  雑  化  し  た  課  題  を  抱  え  る  ⼈  に  対  す  る  ⽀  援  を  図  る  た  め  に  必  要  な  情  報  の  交  換 
 ②  複  合  化‧  複  雑  化  し  た  課  題  を  抱  え  る  ⼈  が  地  域  に  お  い  て  ⽇  常  ⽣  活  及  び  社  会  ⽣  活  を  営  む  の  に 
 必  要  な  ⽀  援  体  制  に  関  す  る  検  討 
 ③  そ  の  他  ⽀  援  会  議  の  設  置  ⽬  的  を  達  成  す  る  た  め  に  必  要  と  認  め  ら  れ  る  事  項 

 ２     重  層  的  ⽀  援  会  議  【第  ２  層】 

    重  層  的  ⽀  援  会  議  は、  重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  が  適  切  か  つ  円  滑  に  実  施  さ  れ  る  た  め  に  開  催  さ 
 れ  る  も  の  で  あ  り、  次  の  ３  つ  の  役  割  を  果  た  す  こ  と  が  求  め  ら  れ  る  も  の  で  す。 
 A  ．  プ  ラ  ン  の  適  切  性  の  評  価  多  機  関  協  働  事  業  者  が  作  成  し  た  プ  ラ  ン  に  つ  い  て、  参  加  者  の  合 

 議  の  も  と  で  適  切  性  を  判  断  す  る。 
 B  ．  プ  ラ  ン  終  結  時  等  の  評  価  多  機  関  協  働  事  業  の  プ  ラ  ン  終  結  時  等  に  お  い  て  は、  ⽀  援  の  経  過 

 と  成  果  を  評  価  し、  関  係  機  関  の  ⽀  援  を  終  結  す  る  か  ど  う  か  を  検 
 討  す  る。 

 C  ．  社  会  資  源  の  充  ⾜  状  況  の 
 把  握  と  開  発  に  向  け  た  検  討 

 個々  の  ニー  ズ  に  対  応  す  る  社  会  資  源  が  不  ⾜  し  て  い  る  こ  と  を  把 
 握  し  た  場  合  に  は、  地  域  の  課  題  と  し  て  位  置  づ  け、  社  会  資  源  の 
 開  発  に  向  け  た  取  組  を  検  討  す  る。 

 ※  「プ  ラ  ン」  に  は、  参  加  ⽀  援  事  業、  ア  ウ  ト  リー  チ  等  事  業  が  作  成  し  た  プ  ラ  ン  を  含  む。 

    舞  鶴  市  に  お  け  る  重  層  的  ⽀  援  会  議  は、  多  機  関  協  働  事  業  者  と  市  が  主  催  し、  必  要  に  応  じ  て  市  の 
 担  当  課  や、  包  括  的  相  談  ⽀  援  事  業  者  等  が  参  加  す  る  こ  と  と  し  ま  す。  ま  た、  ア  ウ  ト  リー  チ  ⽀  援  事 
 業  者  や  参  加  ⽀  援  事  業  者  が  参  加  す  る  こ  と  も  想  定  さ  れ  ま  す。 

 ３     地  域  共  ⽣  社  会  推  進  会  議  【第  １  層】 

    地  域  共  ⽣  社  会  推  進  会  議  は、  重  層  的  ⽀  援  体  制  整  備  事  業  実  施  計  画  の  進  捗  確  認  や  課  題  検  討  を  主 
 な  ⽬  的  と  し  て  開  催  し  ま  す。  会  議  の  構  成  員  は、  地  域  福  祉  計  画  の  策  定  懇  話  会  の  委  員  を  兼  ね、  両 
 ⽅  の  計  画  が  連  動  し、  ⼀  体  的  な  計  画  と  な  る  よ  う  検  討‧  ⾒  直  し  を  実  施  し  ま  す。 
    地  域  共  ⽣  社  会  推  進  会  議  で  決  定  し  た  計  画  や  事  業  の  ⽅  向  性  な  ど  は、  市  内  の  関  係  機  関  が  集  ま  る 
 「地  域  共  ⽣  ネッ  ト  ワー  ク  会  議」  に  お  い  て、  共  有  し  意  ⾒  交  換  等  を  ⾏  い  ま  す。  ま  た、  多  機  関  協 
 働  事  業  者  が  発  ⾏  す  る  ニュー  ス  レ  ター  も  活  ⽤  し、  事  業  全  体  の  周  知  や  情  報  共  有  を  ⾏  い  ま  す。 
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